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１ 【四半期報告書の訂正報告書の提出理由】

当社連結子会社において、元従業員による金融支援サービス事業における売上の過大計上及び債権残高

の操作等の不正行為及び不適切な会計処理が行われたことが判明いたしました。

　当社は、当該不正行為の内容について、社内調査チーム及び外部調査委員会による厳正な調査を行い、過大

に計上されていた売上高の修正、債権評価の見直しによる貸倒引当金及び金融取引損失引当金の計上、これ

に伴う繰延税金資産の取崩の修正等必要と認められる訂正を行うため、金融商品取引法24条の４の７第４

項の規定に基づき、平成21年２月13日に提出した第12期第３四半期（自　平成20年10月１日　至　平成20年12

月31日）四半期報告書の訂正報告書を提出いたします。
四半期連結財務諸表の記載内容にかかる訂正箇所についてはXBRLの修正も行いましたので、併せて修正後
のXBRL形式のデータ一式(表示情報ファイル含む)を提出いたします。
　
なお、訂正後の四半期連結財務諸表につきましては、清和監査法人により四半期レビューを受けており、

その四半期レビュー報告書を添付しております。

　

２ 【訂正事項】

第一部　企業の情報

　　第１　企業の概況

　　　１　主要な経営指標等の推移

　　第２　事業の状況

　　　１　生産、受注及び販売の状況

　　　３　財政状態及び経営成績の分析

　　第３　設備の状況

　　第５　経理の状況

　　　１　四半期連結財務諸表

　

３ 【訂正箇所】

訂正箇所は　　を付して表示しております。

　なお、訂正箇所が多数に及ぶことから上記の訂正事項については、訂正後のみを記載しておりま

　す。
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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

連結経営指標等

　

回次
第12期

当第３四半期
連結累計期間

第12期
当第３四半期
連結会計期間

第11期

会計期間
自　平成20年４月１日
至　平成20年12月31日

自　平成20年10月１日
至　平成20年12月31日

自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日

売上高 (千円) 14,604,865 4,602,290 17,957,621

経常損失(△) (千円) △614,505 △701,785 △778,504

四半期(当期)純損失(△)(千円) △3,561,764 △2,084,984 △6,437,288

純資産額 (千円) ─ 9,402,263 13,346,200

総資産額 (千円) ─ 15,805,448 18,600,821

１株当たり純資産額 (円) ― 18,577.49 25,571.16

１株当たり四半期(当期)
純損失(△)

(円) △6,910.77 △4,045.32 △12,495.88

潜在株式調整後１株当た
り四半期(当期)純利益

(円) ─ ─ ─

自己資本比率 (％) ― 60.6 70.9

営業活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △544,935 ― △1,583,257

投資活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △518,011 ― △363,497

財務活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 449,969 ― 712,245

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(千円) ― 3,908,882 4,521,859

従業員数 (人) ― 1,137 1,364

(注) １. 当社は四半期連結財務諸表を作成しているので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載して

　 おりません。

　　 ２. 売上高には、消費税等は含まれておりません。　 

　　 ３. 潜在株式調整後１株当たり四半期(当期)純利益については、潜在株式は存在しますが１株当たり四半期(当　

　 期)純損失であるため記載しておりません。
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２ 【事業の内容】

当第３四半期連結会計期間において、当社グループが営む事業の内容について、重要な変更はありませ

ん。また、関係会社の異動については「３　関係会社の状況」に記載のとおりであります。

　

　

３ 【関係会社の状況】

当第３四半期連結会計期間における重要な関係会社の異動は以下のとおりであります。

 

（１）合併

　株式会社テレウェイヴリンクス（連結子会社）は、平成20年10月1日付でアイ・モバイルシス　　　　テムズ

株式会社（連結子会社）を吸収合併いたしました。

 

（２）除外

　株式会社アントレプレナー（連結子会社）及び株式会社フーディーズ（連結子会社）は、当社が保有する

株式をすべて売却したため関係会社に該当しなくなりました。

　

４ 【従業員の状況】

(1) 連結会社の状況

　　　　       平成20年12月31日現在

従業員数(人) 　　　　　　　　  　1,137 [538]　　　　　

(注) 従業員数は就業人員数(当社グループからグループ外への出向者を除き、グループ外から当社グループへの出向

者を含む)であり、臨時従業員数は[　]内に当第３四半期連結会計期間の平均人数を外数で記載しております。な

お、臨時従業員はアルバイトであり、派遣社員は除いております。

 

　

(2) 提出会社の状況

　　　　       平成20年12月31日現在

従業員数(人)                      99 [ 2 ]

(注) 従業員数は就業人員数(当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含む)であり、臨時従業員数

は[　]内に当第３四半期会計期間の平均人員を外数で記載しております。なお、臨時従業員はアルバイトであり、

派遣社員は除いております。

　

　

　

EDINET提出書類

株式会社ＳＢＲ(E02954)

訂正四半期報告書

 4/37



第２ 【事業の状況】

１ 【生産、受注及び販売の状況】

(1) 仕入実績

当第３四半期連結会計期間における仕入実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりで

あります。
　

事業の種類別セグメントの名称
当第３四半期連結会計期間

　　(自　平成20年10月１日
　　 至　平成20年12月31日)

ソリューション事業(千円) 446,244

合計(千円) 446,244

(注) 　本表の金額には、消費税等は含まれておりません。

　

(2) 販売実績

当第３四半期連結会計期間における販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりで

あります。
　

事業の種類別セグメントの名称
当第３四半期連結会計期間

    (自　平成20年10月１日
　   至　平成20年12月31日)

ソリューション事業(千円) 4,602,290

合計(千円) 4,602,290

(注) １. 本表の金額には、消費税等は含まれておりません。

　 　２. 主な相手先別販売実績及び総販売実績に対する割合、品目別販売実績、地域別販売実

績は次のとおりであります。

　

　　①　主な相手先別販売実績及び総販売実績に対する割合
　

相手先

 当第３四半期連結会計期間

     (自　平成20年10月１日
　    至　平成20年12月31日）

金額(千円) 割合(％)

㈱クレディセゾン 1,202,178 26.1

三菱ＵＦＪリース㈱ 503,185 10.9

           (注) 本表の金額には、消費税等は含まれておりません。
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　　②　品目別販売実績
　

品目別

当第３四半期連結会計期間
(自　平成20年10月１日
　至　平成20年12月31日)

金額(千円)

ソリューション事業計 　 　

　 小売業向けソリューション 953,660

　 工務店及び工事会社向けソリューション 753,436

　 医療機関向けソリューション 522,344

　 飲食業・仲卸業向けソリューション 1,404,173

　 美容業向けソリューション 173,150

　 士業向けソリューション 59,562

　 製造業向けソリューション 340,225

　 運送業向けソリューション 159,910

　 その他 235,825

合計 4,602,290

 (注) 本表の金額には、消費税等は含まれておりません。

　
　　③　地域別販売実績
　

地域別

当第３四半期連結会計期間
(自　平成20年10月１日
　至　平成20年12月31日)

金額(千円)

ソリューション事業計 　 　

　 関東地域 3,245,186

　 関西地域 473,157

　 東海地域 406,758

　 東北地域 31,885

　 九州地域 257,513

　 中国地域 166,852

　 北海道地域 20,934

合計 4,602,290

 (注) 本表の金額には、消費税等は含まれておりません。
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２ 【経営上の重要な契約等】

当第３四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等は行われておりません。　

　　　

   

３ 【財政状態及び経営成績の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期報告書提出日現在において当社グループ（当社及び連結子会

社）が判断したものであります。

 （１）経営成績の分析

当第３四半期連結会計期間におけるわが国経済は、サブプライムローン問題に端を発した国際金

融市場の混乱及び海外経済の減速が明確化する中、企業業績への影響や個人消費の伸び悩みなど景

気の急速な減速傾向が強まる状況となりました。当社グループの顧客層である小企業におきまして

も、取り巻く環境は依然厳しく楽観を許さない状況となっております。

　このような状況の下、当第３四半期連結会計期間における当社グループは、基礎構築期の第２

フェーズとして、中長期的な安定成長に向け、強固な収益基盤を確立することを目指し、経営支援

サービス本流化のための土台づくり、マネジメント強化、インフラ整備に取り組んでまいりました。

　これらの結果、売上高4,602百万円、営業損失790百万円、経常損失701百万円、四半期純損失2,084百

万円となりました。

[売上高について]

・ＩＴパッケージ

ＩＴパッケージにおきましては、景気悪化の影響を受け、業種によってアポイント獲得件数が減少し

たことにより、当初計画を達成することができませんでした。しかし、カスタマーサポート部を発足し、

サポート要員を集約したことにより、営業生産性は安定化してまいりました。

・経営支援サービス

経営支援サービスにおきましては、引き続き開業支援サービス及び金融支援サービスが堅調に推移

したものの、人材支援サービスの新規商材の立ち上がりの遅れ等により、当初計画を達成することがで

きませんでした。

・その他（テレウェイヴリンクス事業部付子会社）

その他（テレウェイヴリンクス事業部付子会社）におきましては、マトリクスマネジメントによる

組織強化及び「選択と集中」を実行いたしましたが、当初計画しておりました売上高を達成すること

ができませんでした。

   

 （２）財政状態の分析

流動資産は、第２四半期連結会計期間末に比べて11.3％減少し、7,172百万円となりました。これは主

に、営業立替金が563百万円減少したことによるものです。

　固定資産は、第２四半期連結会計期間末に比べて16.3％減少し、8,633百万円となりました。これは主に、

開業支援サービスを行う株式会社フーディーズが連結対象外になったことにより貸与資産(純額)及び賃

貸用店舗資産が、それぞれ318百万円及び250百万円減少したこと、加えて投資有価証券およびソフトウエ

アが、それぞれ265百万円及び205百万円減少したことによります。

　流動負債は、第２四半期連結会計期間末に比べて2.2％増加し、5,004百万円となりました。これは主に、

未払金が71百万円増加したことによります。

　固定負債は、第２四半期連結会計期間末に比べて21.0％減少し、1,398百万円となりました。これは主に、

開業支援サービスを行う株式会社フーディーズが連結対象外になったことにより長期借入金が274百万

円減少したことによります。
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 （３）キャッシュ・フローの状況

 当第３四半期連結会計期間における現金及び現金同等物（以下、「資金」という）の残高は、以下の

各キャッシュ・フローの状況とそれらの増減要因により3,908百万円となりました。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動による資金の増加は、405百万円となりました。これは主に、売上債権の減少による資金増加

263百万円、営業立替金事業の立替支出が120百万円減少したこと等によるものです。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動の結果使用した資金は、321百万円となりました。これは主に、連結の範囲の変更を伴う子会社

株式の売却による支出230百万円、ソフトウェアを中心とした無形固定資産の取得による支出119百万円

となったことによるものです。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動の結果得られた資金は、194百万円となりました。これは主に、短期借入れによる収入160百万

円によるものです。

　

 （４）事業上及び財務上の対処すべき課題

 当第３四半期連結会計期間において、当社グループの事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変

更及び新たに生じた課題はありません。

　

 （５）株式会社の支配に関する基本方針

①基本方針の内容

 当社グループは、「小企業活性化の中心的存在となる」ことを企業ポリシーとして掲げ、小規模事

業者の潜在的な力を引き出すことを全ての発想の原点としております。事業活動に欠かせない「モノ

・ヒト・カネ」の総合的な経営支援サービスの提供を通じて、顧客企業の潜在的な力を引き出し、その

成長・変化を加速させることにより、社会全体を変革するとともに、当社グループ全体の企業価値の増

大を目指します。この基本方針の実践が企業価値及び株主共同の利益の向上につながると考えており

ます。

　当社は、当社株式について大量買付がなされる場合、これが当社の企業価値ひいては株主共同の利益

に資するものであれば、これを一概に否定するものではありません。

　しかしながら、株式の大量買付の中には、その目的等から見て企業価値ひいては株主共同の利益に対

する明白な侵害をもたらすもの、株主に株式の売却を事実上強要するおそれがあるもの、対象会社の取

締役会や株主が買付の条件等について検討し、あるいは対象会社の取締役会が代替案を提案するため

の十分な時間や情報を提供しないもの、対象会社が買付者の提示した条件よりも有利な条件をもたら

すために買付者との交渉を必要とするもの等、当社の企業価値・株主共同の利益に資さないものも少

なくありません。

　こうした事情に鑑み、当社は、当社株式に対する大量買付が行われた際に、かかる大量買付に応じるべ

きか否かを株主の皆様が判断し、あるいは当社取締役会が代替案を提案する為に必要な情報や時間を

確保したり、株主の皆様のために買付者と交渉を行うこと等を可能とすることで、当社の企業価値ひい

ては株主共同の利益に反する買付行為を抑止するための枠組みが必要であると考え、平成19年５月28

日開催の当社取締役会において、当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）の導入を決

議し、平成19年６月28日開催の第10回定時株主総会においてご承認いただきました。
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②具体的な取組み

当社は、当連結会計年度を基礎構築期の第２フェーズと位置づけ、マネジメント強化・インフラ整備

等を行うとともに、中期的な安定成長に向け、強固な収益基盤を確立し、企業価値ひいては株主共同の

利益の一層の向上を図るため、「第12期経営計画」を策定し、現在これを遂行しております。

　具体的には、(1)ＩＴパッケージの安定的拡大、(2)経営支援サービス本流化のための土台作り、(3)グ

ループ会社とのノウハウ共有・シナジー発揮によるサービス拡充、(4)サービス拡充のための事業の買

収・提携、(5)コスト管理の徹底による収益構造の改善、(6)営業要員を中心とした人材の確保、(7)従業

員の育成による組織基盤の強化(8)管理体制の強化・充実、などの施策に重点的に取り組んでおりま

す。

③基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止

するための仕組み

 当社は、平成19年６月28日開催の第10回定時株主総会において、株主の皆様のご承認を受け、当社株

式の大量取得行為に関する対応策（以下、「本プラン」という）を導入しました。

本プランは、当社の企業価値・株主共同の利益を確保・向上させることを目的として、当社株券等に対

する買付等が行われる場合に、買付者又は買付提案者に対し、事前に当該買付等に関する情報の提供を

求め、当社が当該買付等についての情報収集、検討等を行う期間を確保した上で、株主に当社経営陣の

計画や代替案等を提示したり、買付者等との交渉等を行っていくための手続きを定めています。

　本プランは、以下の1)又は2)に該当する買付等がなされる場合を適用対象とします。

1)　当社が発行者である株券等について、保有者の株券等保有割合が20％以上となる買付

2)　当社が発行者である株券等について、公開買付に係る株券等の株券等所有割合及びその特別関係者

の株券等所有割合の合計が20％以上となる公開買付

④本プランの合理性

1)　買収防衛策の指針の要件を完全に充足していること

本プランは、経済産業省及び法務省が平成17年５月27日に発表した「企業価値・株主共同の利益の

確保又は向上のための買収防衛策に関する指針」の定める三原則（企業価値・株主共同の利益の確保

・向上の原則、事前開示・株主意思の原則、必要性・相当性の原則）を完全に充足しています。

2)　株主共同の利益の確保・向上の目的をもって導入されていること

本プランは、当社株式に対する買付等がなされた際に、当該買付等に応じるべきか否かを株主の皆様

が判断し、あるいは当社取締役会が代替案を提示するために必要な情報や時間を確保したり、株主の皆

様のために買付者等と交渉を行うこと等を可能とすることにより、当社の企業価値ひいては株主共同

の利益を確保し、向上させるという目的をもって導入されるものです。

（６）研究開発活動

該当事項はありません。
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第３ 【設備の状況】

(1) 主要な設備の状況

当第３四半期連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。

　

　

(2) 設備の新設、除却等の計画

当第３四半期連結会計期間において、第２四半期連結会計期間末に計画中であった重要な設備の新設、

除却等について、重要な変更並びに重要な設備計画の完了はありません。

　また、当第３四半期連結会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設、除却等はありません。
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第４ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

　

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 1,752,000

計 1,752,000

　

② 【発行済株式】

　

種類
第３四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成20年12月31日)

提出日現在
発行数(株)

(平成21年2月13日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 516,154 516,154
ジャスダック
証券取引所

当社は、単元株制度を採用して
いないため、単元株式数はあり
ません。

計 516,154 516,154 ― ―

(注)「提出日現在発行数」欄には、平成21年２月１日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の権利行使により

発行された株式数は含まれておりません。
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(2) 【新株予約権等の状況】　　　　　　　　　　

①旧商法第280条の20及び第280条の21の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　

平成15年６月27日　定時株主総会決議

　
第３四半期会計期間末現在
(平成20年12月31日)

新株予約権の数(個)　(注１) 78

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ─

新株予約権の目的となる株式の種類
普通株式

なお、当社は単元株制度を採用しておりません。

新株予約権の目的となる株式の数(株)
(注１,２)

936

新株予約権の行使時の払込金額(円)
(注２)

           １株当たり　31,105

新株予約権の行使期間
平成17年７月１日から
平成21年６月30日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額(円)　(注２)

           発行価格　  31,105
             資本組入額　15,553

新株予約権の行使の条件

①新株予約権の割当を受けた時から権利行使時に至る
　までの間、継続して当社または当社連結子会社の取
　締役、監査役または従業員のいずれかに在任または
　在職することを要する。ただし、任期満了による退
　任、定年退職、その他取締役会が正当な理由がある
　と認めた場合はこの限りではない。
②新株予約権の割当を受けた者が権利行使期間中に死
　亡した場合、相続人がその権利を承継するものとす
　る。
③その他の条件は、取締役会決議により決定する。
　　　　　　　　　　　　　　　　　

新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要
する。

代用払込みに関する事項 ─

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ─

　(注)１.　「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の数」は、退職等の理由により

　　　　　 権利を喪失した者に割当られた「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式

　　　　　 の数」を減じております。

　　　２.  平成15年11月20日付で株式１株を1.5株、平成17年５月20日付で株式１株を４株、平成18

　　　　　 年３月１日付で株式１株を２株とする株式分割を行っております。これにより「新株予

　　　　　 約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の　　

　　　     行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されておりま

           す。
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平成16年６月29日　定時株主総会決議

　
第３四半期会計期間末現在
(平成20年12月31日)

新株予約権の数(個)　(注１) 381

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ─

新株予約権の目的となる株式の種類
普通株式

なお、当社は単元株制度を採用しておりません。

新株予約権の目的となる株式の数(株)
(注１,２)

3,048

新株予約権の行使時の払込金額(円)
(注２)

           １株当たり　151,607

新株予約権の行使期間
平成18年７月１日から
平成22年６月30日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額(円)　(注２)

           発行価格　  151,607
             資本組入額　 75,804

新株予約権の行使の条件

①新株予約権の割当を受けた時から権利行使時に至る
　までの間、継続して当社または当社連結子会社の取
　締役、監査役または従業員のいずれかに在任または
　在職することを要する。ただし、任期満了による退
　任、定年退職、その他取締役会が正当な理由がある
　と認めた場合はこの限りではない。
②新株予約権の割当を受けた者が権利行使期間中に死
　亡した場合、相続人がその権利を承継するものとす
　る。
③その他の条件は、取締役会決議により決定する。
　　　　　　　　　　　　　　　　　

新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要
する。

代用払込みに関する事項 ─

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ─

　(注)１.　「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の数」は、退職等の理由により

　　　　　 権利を喪失した者に割当られた「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式

　　　　　 の数」を減じております。

　　　２.  平成17年５月20日付で株式１株を４株、平成18年３月１日付で株式１株を２株とする株

　　　　　 式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予

　　　　　 約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

　　　　　 発行価格及び資本組入額」が調整されております。
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平成17年６月29日　定時株主総会決議(平成17年７月26日　取締役会決議)

　
第３四半期会計期間末現在
(平成20年12月31日)

新株予約権の数(個)　(注１) 3,380

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ─

新株予約権の目的となる株式の種類
普通株式

なお、当社は単元株制度を採用しておりません。

新株予約権の目的となる株式の数(株)
(注１,２)

6,760

新株予約権の行使時の払込金額(円)
(注２)

           １株当たり　285,705

新株予約権の行使期間
平成19年７月１日から
平成23年６月30日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額(円)　(注２)

           発行価格　  285,705
             資本組入額　142,853

新株予約権の行使の条件

①新株予約権の割当を受けた時から権利行使時に至る
　までの間、継続して当社または当社連結子会社の取
　締役、監査役または従業員のいずれかに在任または
　在職することを要する。ただし、任期満了による退
　任、定年退職、その他取締役会が正当な理由がある
　と認めた場合はこの限りではない。
②新株予約権の割当を受けた者が権利行使期間中に死
　亡した場合、相続人がその権利を承継するものとす
　る。
③その他の条件は、取締役会決議により決定する。
　　　　　　　　　　　　　　　　　

新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要
する。

代用払込みに関する事項 ─

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ─

　(注)１. 「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の数」は、退職等の理由により

　　　　　権利を喪失した者に割当られた「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式

　　　　　の数」を減じております。

　　　２. 平成18年３月１日付で株式１株を２株とする株式分割を行っております。これにより「

　　　　　新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予　　　

　　　　　約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されて

　　　　　おります。
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平成17年６月29日　定時株主総会決議(平成18年１月27日　取締役会決議)

　
第３四半期会計期間末現在
(平成20年12月31日)

新株予約権の数(個)　(注１) 896

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ─

新株予約権の目的となる株式の種類
普通株式

なお、当社は単元株制度を採用しておりません。

新株予約権の目的となる株式の数(株)
(注１,２)

1,792

新株予約権の行使時の払込金額(円)
(注２)

           １株当たり　497,286

新株予約権の行使期間
平成19年７月１日から
平成23年６月30日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額(円)　(注２)

           発行価格　  497,286
             資本組入額　248,643

新株予約権の行使の条件

①新株予約権の割当を受けた時から権利行使時に至る
　までの間、継続して当社または当社連結子会社の取
　締役、監査役または従業員のいずれかに在任または
　在職することを要する。ただし、任期満了による退
　任、定年退職、その他取締役会が正当な理由がある
　と認めた場合はこの限りではない。
②新株予約権の割当を受けた者が権利行使期間中に死
　亡した場合、相続人がその権利を承継するものとす
　る。
③その他の条件は、取締役会決議により決定する。
　　　　　　　　　　　　　　　　　

新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要
する。

代用払込みに関する事項 ─

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ─

　(注)１. 「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の数」は、退職等の理由により

　　　　　権利を喪失した者に割当られた「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式

　　　　　の数」を減じております。

　　　２. 平成18年３月１日付で株式１株を２株とする株式分割を行っております。これにより「

　　　　　新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予　　　

　　　　　約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されて

　　　　　おります。
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②会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。

平成18年６月29日　定時株主総会決議(平成19年８月24日　取締役会決議)

　
第３四半期会計期間末現在
(平成20年12月31日)

新株予約権の数(個)　(注) 1,000

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ─

新株予約権の目的となる株式の種類
普通株式

なお、当社は単元株制度を採用しておりません。

新株予約権の目的となる株式の数(株)
(注)

1,000

新株予約権の行使時の払込金額(円)            １株当たり　46,100

新株予約権の行使期間
平成21年10月１日から
平成24年６月30日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額(円)　

           発行価格　  46,100
             資本組入額　23,050

新株予約権の行使の条件

①新株予約権の割当を受けた時から権利行使時に至る
　までの間、継続して当社または当社連結子会社の取
　締役、監査役または従業員のいずれかに在任または
　在職することを要する。ただし、任期満了による退
　任、定年退職、その他取締役会が正当な理由がある
　と認めた場合はこの限りではない。
②新株予約権の割当を受けた者が権利行使期間中に死
　亡した場合、相続人がその権利を承継するものとす
　る。
③その他の条件は、取締役会決議により決定する。
　　　　　　　　　　　　　　　　　

新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要
する。

代用払込みに関する事項 ─

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ─

　(注)  「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の数」は、退職等の理由により

　　　　権利を喪失した者に割当られた「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式

　　　　の数」を減じております。　　　　　　　　　　　　　
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(3) 【ライツプランの内容】

       該当事項はありません。

　

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

　

年月日
発行済株式
総数増減数
(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
(千円)

資本金残高
(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

平成20年10月１日～
平成20年12月31日

＿
 

516,154
＿
 

7,744,094
＿
 

2,141,182

　

(5) 【大株主の状況】

当第３四半期会計期間において、大株主の異動は把握しておりません。

(6) 【議決権の状況】

当第３四半期会計期間末日現在の議決権の状況については、実質株主が把握できず、記載することがで

きませんので、直前の基準日である平成20年９月30日現在で記載しております。

① 【発行済株式】

平成20年９月30日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ─

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ─

議決権制限株式(その他) ― ― ─

完全議決権株式(自己株式等)
　 (自己保有株式)
 普通株式　　  748

―
当社は、単元株制度を採用していない
ため、単元株式数はありません。

完全議決権株式(その他) 普通株式　515,406 515,406 同上

単元未満株式 ― ― ─

発行済株式総数 516,154 ― ―

総株主の議決権 ― 515,406 ―

(注)「完全議決権株式（その他）」欄には、証券保管振替機構名義の失念株式が64株（議決権64個）が含まれておりま

す。

　

② 【自己株式等】

平成20年９月30日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

株式会社テレウェイヴ
東京都新宿区西新宿二丁
目４番１号

748 ― 748 0.14

計 ― 748 ― 748 0.14
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２ 【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

　

月別
平成20年
　４月 　５月 　６月 　７月 　８月 　９月 　１０月 　１１月 　１２月

最高(円) 31,60038,40028,35024,49026,58023,30019,30011,79012,690

最低(円) 21,80025,80022,60020,99020,85018,6908,0907,3608,090

(注)　株価は、ジャスダック証券取引所におけるものであります。

　

３ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期報告書提出日までの役員の異動は、次のとおりでありま

す。

(1) (退任役員)

役名 氏名 退任年月日

取締役 山名　正人 平成21年1月20日

　

(2) (役職の異動)

新役名及び職名 旧役名及び職名 氏名 異動年月日

常務取締役
取締役

高梨　宏史 平成21年1月20日
（経営企画室長）
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第５ 【経理の状況】

１　四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19

年内閣府令第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。

　

２　監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当第３四半期連結会計期間(平成20年10月１

日から平成20年12月31日まで)及び当第３四半期連結累計期間(平成20年４月１日から平成20年12月31日ま

で)に係る四半期連結財務諸表について、東陽監査法人により四半期レビューを受けております。

　なお、金融商品取引法第24条の４の７第４項の規定に基づき、四半期報告書の訂正報告書を提出しており、

第12期第３四半期連結会計期間及び第３四半期連結累計期間の四半期連結財務諸表を訂正しております

が、訂正後の四半期連結財務諸表について、清和監査法人の四半期レビューを受けております。
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１ 【四半期連結財務諸表】

　(1)【四半期連結貸借対照表】 

（単位：千円）

　 　 　 　 　 当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成20年３月31日)

資産の部 　 　
　 流動資産 　 　
　 　 現金及び預金 4,016,761 4,687,804
　 　 受取手形及び売掛金 1,531,951 1,769,193
　 　 たな卸資産 ※1 114,502 ※1 127,051
　 　 営業立替金 ※2 553,735 ※2 1,416,879
　 　 その他 980,451 935,285
　 　 貸倒引当金 △25,345 △86,993

　 　 流動資産合計 7,172,056 8,849,220

　 固定資産 　 　
　 　 有形固定資産 　 　
　 　 　 建物及び構築物 372,398 383,852
　 　 　 　 減価償却累計額 △157,994 △135,719

　 　 　 　 建物及び構築物（純額） 214,404 248,133

　 　 　 車両運搬具 5,362 14,555
　 　 　 　 減価償却累計額 △3,807 △10,278

　 　 　 　 車両運搬具（純額） 1,554 4,276

　 　 　 工具、器具及び備品 717,149 736,050
　 　 　 　 減価償却累計額 △505,031 △467,902

　 　 　 　 工具、器具及び備品（純額） 212,118 268,147

　 　 　 建設仮勘定 2,372 －
　 　 　 貸与資産 1,356,376 980,206
　 　 　 　 減価償却累計額 △374,663 △163,913

　 　 　 　 貸与資産（純額） 981,712 816,293

　 　 　 有形固定資産合計 1,412,163 1,336,850

　 　 無形固定資産 　 　
　 　 　 のれん 1,246,749 1,886,344
　 　 　 ソフトウエア 1,076,131 1,416,221
　 　 　 その他 7,453 7,437

　 　 　 無形固定資産合計 2,330,335 3,310,003

　 　 投資その他の資産 　 　
　 　 　 投資有価証券 1,819,043 2,469,816
　 　 　 敷金及び保証金 1,162,070 1,215,450
　 　 　 賃貸用店舗資産 ※3 1,436,867 ※3 1,058,586
　 　 　 破産更正債権等 3,949,816 2,247,845
　 　 　 その他 505,492 523,833
　 　 　 貸倒引当金 △3,982,397 △2,410,785

　 　 　 投資その他の資産合計 4,890,893 5,104,746

　 　 固定資産合計 8,633,392 9,751,601

　 資産合計 15,805,448 18,600,821
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（単位：千円）

　 　 　 当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成20年３月31日)

負債の部 　 　
　 流動負債 　 　
　 　 買掛金 363,778 442,462
　 　 短期借入金 ※41,500,000 ※41,000,000 
　 　 1年内返済予定の長期借入金 136,080 296,115
　 　 未払法人税等 46,557 102,166
　 　 賞与引当金 5,280 28,468
　 　 解約負担引当金 378,800 410,009
　 　 債務保証損失引当金 294,896 －
　 　 その他 2,279,391 1,978,617

　 　 流動負債合計 5,004,784 4,257,838

　 固定負債 　 　
　 　 長期借入金 41,400 427,760
　 　 役員退職慰労引当金 － 11,000
　 　 負ののれん 143,098 38,559
　 　 その他 1,213,901 519,462

　 　 固定負債合計 1,398,400 996,782

　 負債合計 6,403,185 5,254,621

純資産の部 　 　
　 株主資本 　 　
　 　 資本金 7,744,094 7,744,040
　 　 資本剰余金 7,841,656 7,841,602
　 　 利益剰余金 △5,919,064 △2,228,460
　 　 自己株式 △65,195 △65,195

　 　 株主資本合計 9,601,490 13,291,986

　 評価・換算差額等 　 　
　 　 その他有価証券評価差額金 △26,541 △113,686

　 　 評価・換算差額等合計 △26,541 △113,686

　 新株予約権 △210,697 △167,726
　 少数株主持分 38,012 335,626

　 純資産合計 9,402,263 13,346,200

負債純資産合計 15,805,448 18,600,821
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(2) 【四半期連結損益計算書】

　 　【第３四半期連結累計期間】 

（単位：千円）

　 　

当第３四半期連結累計期間
(自 平成20年４月１日
至 平成20年12月31日)

売上高 14,604,865

売上原価 5,231,857

売上総利益 9,373,007

販売費及び一般管理費 ※1 10,141,050

営業損失（△） △768,042

営業外収益 　
　 受取利息 21,141
　 受取配当金 4,464
　 負ののれん償却額 30,135
　 持分法による投資利益 12,083
　 違約金収入 135,426
　 その他 59,058

　 営業外収益合計 262,309

営業外費用 　
　 支払利息 23,675
　 投資事業組合損失 42,790
　 リース解約損 10,703
　 その他 31,602

　 営業外費用合計 108,772

経常損失（△） △614,505

特別利益 　
　 固定資産売却益 33,925
　 関係会社株式売却益 16,169
　 貸倒引当金戻入額 3,856
　 新株予約権戻入益 110,110
　 その他 3,300

　 特別利益合計 167,361

特別損失 　
　 前期損益修正損 －
　 固定資産売却損 5,988
　 固定資産除却損 291,378
　 減損損失 387,881
　 関係会社株式売却損 48,680
　 投資有価証券売却損 59,297
　 投資有価証券評価損 447,285
　 投資事業組合清算損 －
　 貸倒引当金繰入額 1,609,728
　 その他 130,050

　 特別損失合計 2,980,291

税金等調整前四半期純損失（△） △3,427,434

法人税、住民税及び事業税 159,653

法人税等調整額 △38,040

法人税等合計 121,612

少数株主利益 12,717

四半期純損失（△） △3,561,764
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　【第３四半期連結会計期間】 

(単位：千円)

　 　

当第３四半期連結会計期間
(自 平成20年10月１日
至 平成20年12月31日)

売上高 4,602,290

売上原価 1,966,276

売上総利益 2,636,013

販売費及び一般管理費 ※１ 3,426,293

営業損失（△） △790,280

営業外収益 　
　 受取利息 5,766
　 負ののれん償却額 10,045
　 持分法による投資利益 4,511
　 違約金収入 71,484
　 その他 16,116

　 営業外収益合計 107,923

営業外費用 　
　 支払利息 8,227
　 その他 11,201

　 営業外費用合計 19,429

経常損失（△） △701,785

特別利益 　
　 固定資産売却益 339
　 関係会社株式売却益 10,169
　 新株予約権戻入益 110,110
　 その他 3,300

　 特別利益合計 123,919

特別損失 　
　 固定資産除却損 176,144
　 減損損失 387,881
　 関係会社株式売却損 34,707
　 投資有価証券評価損 392,587
　 貸倒引当金繰入額 444,229
　 その他 49,788

　 特別損失合計 1,485,338

税金等調整前四半期純損失（△） △2,063,204

法人税、住民税及び事業税 24,114

法人税等調整額 △6,898

法人税等合計 17,215

少数株主利益 4,564

四半期純損失（△） △2,084,984
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　(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：千円）

　 　

当第３四半期連結累計期間
(自 平成20年４月１日
至 平成20年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー 　
　 税金等調整前四半期純損失（△） △3,427,434
　 減価償却費 775,376
　 減損損失 387,881
　 のれん償却額 206,117
　 負ののれん償却額 △30,135
　 貸倒引当金の増減額（△は減少） 1,580,278
　 賞与引当金の増減額（△は減少） △10,551
　 解約負担引当金の増減額（△は減少） △23,647
　 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） 294,896
　 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △11,000
　 受取利息及び受取配当金 △25,605
　 支払利息 23,675
　 持分法による投資損益（△は益） △12,083
　 関係会社株式売却益 △16,169
　 関係会社株式売却損 48,680
　 投資有価証券売却損 59,297
　 投資有価証券評価損 447,285
　 投資事業組合清算損 －
　 固定資産売却益 △33,925
　 固定資産売却損 5,988
　 固定資産除却損 291,378
　 新株予約権戻入益 △110,110
　 売上債権の増減額（△は増加） 103,043
　 たな卸資産の増減額（△は増加） 12,690
　 営業立替金の増減額（△は増加） △838,826
　 貸与資産の取得による支出 △393,670
　 賃貸用店舗資産の取得による支出 △324,455
　 仕入債務の増減額（△は減少） △77,953
　 未払金の増減額（△は減少） 348,787
　 未払費用の増減額（△は減少） △54,509
　 その他 416,996

　 小計 △387,702

　 利息及び配当金の受取額 49,492
　 利息の支払額 △23,076
　 法人税等の支払額 △183,648

　 営業活動によるキャッシュ・フロー △544,935
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（単位：千円）

　 　

当第３四半期連結累計期間
(自 平成20年４月１日
至 平成20年12月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー 　
　 有形固定資産の取得による支出 △72,896
　 有形固定資産の売却による収入 101,180
　 無形固定資産の取得による支出 △359,994
　 無形固定資産の売却による収入 91,105
　 投資有価証券の売却による収入 32,865
　 敷金及び保証金の差入による支出 △144,619
　 敷金及び保証金の回収による収入 137,507 

　 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得によ
る支出

△139,082

　 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却によ
る支出

△230,594

　 関係会社株式の売却による収入 128,220
　 貸付けによる支出 △66,150
　 貸付金の回収による収入 101,175
　 その他 △96,727

　 投資活動によるキャッシュ・フロー △518,011

財務活動によるキャッシュ・フロー 　
　 短期借入れによる収入 1,260,000
　 短期借入金の返済による支出 △600,000
　 長期借入れによる収入 160,000
　 長期借入金の返済による支出 △242,994
　 配当金の支払額 △119,282
　 その他 △7,753

　 財務活動によるキャッシュ・フロー 449,969

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △612,977

現金及び現金同等物の期首残高 4,521,859

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※1 3,908,882
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【四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】

　

当第３四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日　至　平成20年12月31日)

１　連結の範囲に関する事項の変更

　（１）連結範囲の変更

第１四半期連結会計期間より、株式の取得により子会社となったため、株式会社テ

ンポリノベーションを連結の範囲に含めております。

　また、当第３四半期連結会計期間において、株式会社アントレプレナー及び株式会社

フーディーズは、全保有株式を売却したことにより、アイ・モバイルシステムズ株式

会社は、株式会社テレウェイヴリンクスが吸収合併したことにより、連結の範囲から

除外しております。

　（２）変更後の連結子会社の数

９社

２　持分法の適用に関する事項の変更

　（１）持分法適用関連会社の変更

第２四半期連結会計期間において、株式会社ウェブ・ワークス及び株式会社エヌ

シーネットワークは、全保有株式を売却したことにより、持分法適用の範囲から除外

しております。

　（２）変更後の持分法適用関連会社の数

２社

３　会計方針の変更

棚卸資産の評価に関する会計基準の適用

通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として移動平均法によ

る原価法によっておりましたが、第１四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関

する会計基準」（企業会計基準第９号　平成18年７月５日）が適用されたことに伴

い、主として移動平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基

づく簿価切下げの方法）により算定しております。なお、この変更に伴う損益に与え

る影響は軽微であります。

 

　

【簡便な会計処理】
　

当第３四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日　至　平成20年12月31日)

１．棚卸資産の評価方法

棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正

味売却価額を見積り、簿価切下げを行う方法によっております。

２．固定資産の減価償却費の算定方法

定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期

間按分して算定する方法によっております。

 

　

【追加情報】
　

当第３四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日　至　平成20年12月31日)

（債務保証損失引当金）
 ローンコミットメント契約に関わる保証の履行による損失発生の可能性が高まったこと
から、当第３四半期連結累計期間から保証の履行による損失見込額を債務保証損失引当金
として計上しております。

　これにより、当第３四半期連結累計期間の営業損失、経常損失及び税金等調整前四半期純
損失が294百万円増加しております。

EDINET提出書類

株式会社ＳＢＲ(E02954)

訂正四半期報告書

26/37



【注記事項】

(四半期連結貸借対照表関係)

　
当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31日)

前連結会計年度末
(平成20年３月31日)

※１　たな卸資産の内訳は次のとおりであります。

　 商品 98,376千円

　 貯蔵品 16,126千円

　 計 114,502千円

　 　 　 　
 
※２　営業立替金は、売上債権早期資金化サービスに　　　
　伴う顧客の売上代金及び仕入代金の立替払いで
　あります。

※３　賃貸用店舗資産の内訳は次のとおりであります。

　 敷金・保証金 1,247,213千円

　 長期前払費用 189,653千円

　 計 1,436,867千円

※４　当座貸越契約及び貸出コミットメントライン契約

　　　当社及び一部の連結子会社においては、運転資金の効
率的な調達を行うため、取引銀行４行と当座貸越契
約及び貸出コミットメントライン契約を締結してお
ります。
　当第３四半期連結会計期間末における当座貸越契
約及び貸出コミットメントラインに係る借入未実行
残高は次のとおりであります。

　
当座貸越極度額及び貸出コ
ミットメントラインの総額

2,400,000千円

　 借入実行額 1,500,000千円

　 差引額 900,000千円

　５　保証債務

　　　東京リース株式会社との業務提携契約に従い、連結子
会社の販売商品に係る東京リース株式会社のリース
契約先77件に対する未経過リース料総額122,559千
円の債務保証を行っております。
　三井住友ファイナンス＆リース株式会社との業務
提携契約に従い、連結子会社の販売商品に係る三井
住友ファイナンス＆リース株式会社のリース契約先
57件に対する未経過リース料総額99,086千円の債務
保証を行っております。
　また、三菱UFJリース株式会社との業務提携契約に
従い、連結子会社の販売商品に係る三菱UFJリース株
式会社のリース契約先21件に対する未経過リース料
総額40,129千円の債務保証を行っております。

　６　ローンコミットメント契約

　　　当社連結子会社株式会社テレウェイヴリンクスは中
小企業向け不動産担保融資債権を買取る事業を行う
合同会社Expanding Investment Co.(Ex社)の金融機
関からの借入に関して、Ex社の債務不履行や資金不
足が生じた場合、Ex社または銀行に対して5,000,000
千円を限度として資金を融資するローンコミットメ
ントライン契約を締結しております。契約期間は平
成18年９月22日から平成21年９月22日までであり、
当第３四半期連結会計期間末における対象借入金額
は3,749,303千円ですが、実行残高はありません。
　なお、上記の金額は債務保証損失引当金の金額を控
除しております。　
　また、当社及び当社連結子会社は、議決権のある出
資等を有しておらず、役員や従業員の派遣もありま
せん。

※１　たな卸資産の内訳は次のとおりであります。

　 商品 108,409千円

　 原材料 1,567千円

　 貯蔵品 17,074千円

　 計 127,051千円
 
※２　　　　　　　　　　同左
 
 

※３　賃貸用店舗資産の内訳は次のとおりであります。

　 敷金・保証金 868,864千円

　 長期前払費用 189,722千円

　 計 1,058,586千円

※４　当座貸越契約及び貸出コミットメントライン契約

　　　当社及び一部の連結子会社においては、運転資金の効
率的な調達を行うため、取引銀行６行と当座貸越契
約及び貸出コミットメントライン契約を締結してお
ります。
　当連結会計年度末における当座貸越契約及び貸出
コミットメントラインに係る借入未実行残高は次の
とおりであります。

　
当座貸越極度額及び貸出コ
ミットメントラインの総額

5,130,000千円

　 借入実行額 1,000,000千円

　 差引額 4,130,000千円

　５　保証債務

　　　東京リース株式会社との業務提携契約に従い、連結子
会社の販売商品に係る東京リース株式会社のリース
契約先94件に対する未経過リース料総額175,237千
円の債務保証を行っております。
　また、三井住友ファイナンス＆リース株式会社との
業務提携契約に従い、連結子会社の販売商品に係る
三井住友ファイナンス＆リース株式会社のリース契
約先39件に対する未経過リース料総額78,195千円の
債務保証を行っております。
 

 
 

　６　ローンコミットメント契約

　　　当社連結子会社株式会社テレウェイヴリンクスは中
小企業向け不動産担保融資債権を買取る事業を行う
合同会社Expanding Investment Co.(Ex社)の金融機
関からの借入に関して、Ex社の債務不履行や資金不
足が生じた場合、Ex社または銀行に対して5,000,000
千円を限度として資金を融資するローンコミットメ
ントライン契約を締結しております。契約期間は平
成18年９月22日から平成21年９月22日までであり、
当連結会計年度末における対象借入金額は
4,864,000千円ですが、実行残高はありません。　　　　　
　　　　　　　　　　　
 なお、当社及び当社連結子会社は、議決権のある出
資等を有しておらず、役員や従業員の派遣もありま
せん。
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(四半期連結損益計算書関係)

第３四半期連結累計期間
当第３四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日
　至　平成20年12月31日)

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金　　

　額は次のとおりであります。

　 従業員給与手当 3,841,419千円

　 賞与引当金繰入額 10,003　

　 解約負担引当金繰入額 114,953　

　 債務保証損失引当金繰入額 294,896　

　 のれん償却額 206,117　
　

　

第３四半期連結会計期間
当第３四半期連結会計期間
(自　平成20年10月１日
　至　平成20年12月31日)

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金　　

　額は次のとおりであります。

　 従業員給与手当 1,189,113千円

　 貸倒引当金繰入額 33,687　

　 賞与引当金繰入額 2,896　

　 解約負担引当金繰入額 2,668　

　 債務保証損失引当金繰入額 294,896　

　 のれん償却額 54,404　
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(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

　
当第３四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日 
 至　平成20年12月31日)

※１　現金及び現金同等物の第３四半期末残高と第３四

半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額と

の関係(平成20年12月31日現在)

現金及び預金勘定 4,016,761千円

預入期間が３ヶ月を超える定期

預金
△95,000千円

別段預金 △12,878千円

現金及び現金同等物 3,908,882千円
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(株主資本等関係)

当第３四半期連結会計期間末(平成20年12月31日)及び当第３四半期連結累計期間(自　平成20年４月１日　

至　平成20年12月31日)

１　発行済株式に関する事項

株式の種類
当第３四半期
連結会計期間末

普通株式(株) 516,154

　

　

２　自己株式に関する事項

株式の種類
当第３四半期
連結会計期間末

普通株式(株) 748

　

　

３　新株予約権等に関する事項

会社名 目的となる株式の種類 目的となる株式の数(株)
当第３四半期

連結会計期間末残高
(千円)

連結子会社　(注)　 ─ ─           (210,697) 

合計 ─           (210,697)

(注) 連結子会社が発行したストック・オプションとしての新株予約権のうち、提出会社が保有したものであります。

　
４　配当に関する事項

　(1) 配当金支払額

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
(千円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成20年６月27日
定時株主総会

普通株式
利益剰余金
(注)

128,839250円平成20年３月31日 平成20年６月30日

　(注)　平成20年６月27日開催の定時株主総会で報告された会社法計算書類に基づくものであります。

　

　(2) 基準日が当連結会計年度の開始の日から当四半期連結会計期間末までに属する配当のうち、配当の効

力発生日が当四半期連結会計期間の末日後となるもの

　　　該当事項はありません。

　

(ストック・オプション等関係)

　
 当第３四半期連結連結会計期間(自　平成20年10月１日　至　平成20年12月31日)
 　権利の無償消却により利益として計上した金額
　　 新株予約権戻入益　　　　　110,110千円
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(企業結合等関係)

当第３四半期連結会計期間(自　平成20年10月１日　至　平成20年12月31日)

共通支配下の取引等

　1.対象になった事業の名称及びその事業の内容、企業結合の法的形式、結合後企業の名称並びに取引の目

的を含む取引の概要

　(1) 対象になった事業の名称及びその事業の内容

　事業の名称　ソリューション事業

　事業の内容　システム開発事業

　(2) 企業結合の法的形式

　株式会社テレウェイヴリンクス(当社の連結子会社)を存続会社、アイ・モバイルシステムズ株式会社

(当社の連結子会社)を消滅会社とする吸収合併

　(3) 結合後企業の名称

　株式会社テレウェイヴリンクス

　(4) 取引目的を含む取引の概要

　小企業のＩＴ化、経営支援サービスを提供しております株式会社テレウェイヴリンクスとＩＴパッ

ケージの基幹ソフトを供給しておりますアイ・モバイルシステムズ株式会社を統合することで、営業

が収集した顧客ニーズを製品開発へ結びつけ、新商材の開発を円滑に行うことが可能になることや、経

営基盤の強化、間接部門の集約化による経営効率の向上等を図れるものと判断し、合併を行うものであ

ります。

2.実施した会計処理の概要

「企業結合に係る会計基準」(企業会計審議会 平成15年10月31日)及び「企業結合会計基準及び事業

分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号　最終改正平成19年11月15日)に基

づき共通支配下の取引として処理しております。
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(セグメント情報)

【事業の種類別セグメント情報】

当第３四半期連結会計期間(自　平成20年10月１日　至　平成20年12月31日)及び

当第３四半期連結累計期間(自　平成20年４月１日　至　平成20年12月31日)

　

当社グループ事業はソリューション事業の単一事業であります。従いまして、開示対象となるセグメン

トはありませんので、記載を省略しております。

　

【所在地別セグメント情報】

当第３四半期連結会計期間(自　平成20年10月１日　至　平成20年12月31日)及び

当第３四半期連結累計期間(自　平成20年４月１日　至　平成20年12月31日)

　

　

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、当該事項はありません。

　

【海外売上高】

当第３四半期連結会計期間(自　平成20年10月１日　至　平成20年12月31日)及び

当第３四半期連結累計期間(自　平成20年４月１日　至　平成20年12月31日)

　

　

海外売上高がないため、当該事項はありません。
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(１株当たり情報)

１　１株当たり純資産額

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31日)

前連結会計年度末
(平成20年３月31日)

18,577.49円 25,571.16円

　
(注)１株当たり純資産額の算定上の基礎

項目
当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31日)

前連結会計年度末
(平成20年３月31日)

純資産の部の合計額（千円） 9,402,263 13,346,200

普通株式に係る純資産額（千円） 9,574,948 13,178,300

差額の主な内訳（千円）   

　新株予約権 △210,697 △167,726
  少数株主持分 38,012 335,626

普通株式の発行済株式数（株） 516,154 516,106

普通株式の自己株式数（株） 748 748

１株当たり純資産額の算定に用いられた
普通株式の株（株）

515,406 515,358

　

２　１株当たり四半期純損失及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益

項目
当第３四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
　至　平成20年12月31日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成20年10月１日
　至　平成20年12月31日）

１株当たり四半期純損失(△）
潜在株式調整後１株当たり四半期純利益

△6,910.77円
─

△4,045.32円
─

(注)１.潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式は存在するものの１株当たり四半期純損失で

 あるため記載しておりません。

(注)２.１株当たり四半期純損失の算定上の基礎

項目
当第３四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日 
 至　平成20年12月31日)

当第３四半期連結会計期間
(自　平成20年10月１日 
 至　平成20年12月31日)

    四半期純損失(△)(千円)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　         △3,561,764        △2,084,984

　　普通株式に係る四半期純損失(△)(千円)         △3,561,764        △2,084,984

　　普通株主に帰属しない金額(千円) － －

　　普通株式の期中平均株式数（株）             515,393           515,406

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり四半期
純利益の算定に含まれなかった潜在株式について前連結会計
年度末から重要な変動がある場合の概要

－
 

－
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(重要な後発事象)

１．連結子会社との吸収合併について

　当社は、平成21年２月４日開催の取締役会において、100％連結子会社である株式会社テレウェイヴリ

ンクスを吸収合併することを決議いたしました。なお、本合併は、平成21年３月31日に開催予定の当社

臨時株主総会において「当社と株式会社テレウェイヴリンクスとの合併契約承認の件」が承認される

ことを前提としております。

（１）合併の目的

　当社グループは、純粋持株会社である株式会社テレウェイヴの下、中核事業会社である株式会社テレ

ウェイヴリンクスを中心に、Ｍ＆Ａ等により多数の企業を傘下におさめグループ運営を行っておりま

すが、当連結会計年度より「選択と集中」をテーマに、収益性を基準とした取り組み優先順位の厳格化

を行い、グループ再編を実行しております。当連結会計年度におきましては、連結子会社間の合併、連結

子会社株式の売却、持分法適用関連会社の売却を積極的に行ってまいりました。結果、グループ会社数

は、前連結会計年度末から５社減少し、グループ規模のコンパクト化を実現することができました。

　このような中、経営の意志・方針伝達の迅速化と重複する間接コストの極小化のメリットを最大限に

享受するため、中核事業会社である株式会社テレウェイヴリンクスと吸収合併することを決定いたし

ました。これにより、営業による受注活動及びホームページ制作活動の更なる効率化を図りつつ、並行

してオペレーション効率・コスト効率の大幅改善を実現することにより、グループ利益の最大化を

図ってまいる所存であります。

（２）合併の日程

　合併決議取締役会　　　　　平成21年２月４日

　合併契約締結　　　　　　　平成21年２月４日

　臨時株主総会基準日公告　　平成21年２月５日

　臨時株主総会基準日　　　　平成21年２月20日

　合併承認臨時株主総会　　　平成21年３月31日（予定）

　※なお、株式会社テレウェイヴリンクスについては、会社法第784条第１項に定める略式合併であるた

め、臨時株主総会は開催しないこととする。

　合併の予定日（効力発生日）平成21年４月１日（予定）

　合併登記　　　　　　　　　平成21年４月１日（予定）

（３）合併方式

　当社を存続会社とする吸収合併方式で、株式会社テレウェイヴリンクスは解散いたします。

（４）合併比率並びに合併交付金

　当社を存続会社とする吸収合併方式で、株式会社テレウェイヴリンクスは解散いたします。

（５）消滅会社の権利義務

　当社は、合併期日における消滅会社の一切の権利義務を引き継ぎます。

（６）消滅会社の新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い

　株式会社テレウェイヴリンクスは、新株予約権及び新株予約権付社債は発行しておりません。

（７）合併当事会社の概要（平成20年３月期）

　①商号　　　　株式会社テレウェイヴリンクス

　②本店所在地　東京都新宿区西新宿二丁目４番１号

　③代表者　　　代表取締役社長　齋藤　真織

　④資本金　　　　　280百万円

　⑤純資産の額　△3,079百万円

　⑥総資産の額　　7,749百万円

　⑦売上高　　　 12,316百万円

　⑧当期純利益　△4,242百万円

　⑨事業の内容　ＩＴパッケージの販売及び経営支援サービスの提供
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２．当社は、平成21年１月20日開催の取締役会において、金融機関との金銭消費貸借取引（銀行　　　　　　

　　　　取引約定書に基づくものを含むが、これに限らないものとする）、その他これに関連・付随する取

引による現在及び将来負担する一切の債務の根担保として、下記の資産を担保提供することを決議し

ております。なお、担保提供期間の定めはありません。

　投資有価証券　1,359,417千円

　

３．当社子会社の株式会社テレウェイヴリンクスは、平成21年２月４日開催の取締役会において、新設

分割方式により新たに設立する会社に金融支援サービス事業に関する権利義務を承継させる会社分割

を行うことを決議いたしました。

（１）会社分割の目的

　当社グループは、純粋持株会社である株式会社テレウェイヴの下、中核事業会社である株式会社テレ

ウェイヴリンクスを中心にグループ運営を行っておりますが、前連結会計年度末より「選択と集中」

をテーマに、収益性を基準とした取り組み優先順位の厳格化を行い、グループ再編を実行しておりま

す。

　このような中、小企業を対象に売上債権早期資金化サービスを提供している金融支援サービス事業を

分社化することにより、事業譲渡を視野に入れつつ、今後の経営資源の集中を計るものであります。

（２）会社分割の要旨

　①分割の日程

　　　分割日（効力発生日）　　　平成21年３月９日（予定）

　②分割方式

　株式会社テレウェイヴリンクスを分割会社とし、新設会社を承継会社とする分社型の新設分　　　割で

あります。

（３）分割した事業の内容、規模

　①内容　　　　　　　　　金融支援サービス事業

　②規模　　　　　　　　　売上高　440百万円（平成20年３月期）

（４）新設会社の状況

　①商号　　　　　　　　　株式会社リセル

　②事業内容　　　　　　　金融支援サービス事業

(注) 上記会社分割は、平成21年３月12日に中止しております。

　

２【その他】

該当事項はありません。

EDINET提出書類

株式会社ＳＢＲ(E02954)

訂正四半期報告書

35/37



第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書
　

　

平成21年７月27日

株式会社ＳＢＲ

取締役会　御中

　

清和監査法人

　
指定社員
業務執行社員

　 公認会計士   川　田　増　三　　 　　印

　

指定社員
業務執行社員

　 公認会計士   大　塚　貴　史　　 　  印

　

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式

会社ＳＢＲ（旧社名：株式会社テレウェイヴ）の平成20年４月１日から平成21年３月31日までの連結会計年

度の第３四半期連結会計期間(平成20年10月１日から平成20年12月31日まで)及び第３四半期連結累計期間

（平成20年４月１日から平成20年12月31日まで）に係る訂正報告書の四半期連結財務諸表、すなわち、四半期

連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レビュー

を行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連

結財務諸表に対する結論を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レ

ビューを行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対し

て実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正

妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行わ

れた。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正

妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社ＳＢＲ及び連結子会社の平成20年12

月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する第３四半期連結会計期間及び第３四半期連結累計期間の

経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点にお

いて認められなかった。

　

追記情報

１. 四半期報告書の訂正報告書の提出理由の記載されているとおり、会社は金融商品取引法第24条の４の７第４項の規定

に基づき四半期連結連結財務諸表を訂正している。当監査法人は訂正後の四半期連結財務諸表について四半期レ

ビューを行った。    
　

２. 重要な後発事象に記載されているとおり、会社は平成21年２月に取締役会にて連結子会社である株式会社テレウェイ

ヴリンクスを吸収合併することを決議している。

　
３. 重要な後発事象に記載されているとおり、会社は平成21年１月に有価証券1,359百万円を担保提供することを決議し

ている。

　
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

　
 
(注) １　上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報告

書提出会社)が別途保管しております。

２　四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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